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愛知県立学校事務処理規程 

 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、愛知県教育委員会の所管に属する中学校、高等学校及び特別支援学校（以下「学

校」という。）における事務の円滑かつ適正な処理を確保し、及び責任の明確化を図るため、必要

な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 決裁 校長の権限に属する事務（教育委員会の権限に属する事務について、校長がその補助

機関として執行するものを含む。）について、最終的に意思決定を行うことをいう。 

(２) 専決 校長の補助機関が、この訓令に定める範囲に属する事務について、決裁することをい

う。 

(３) 代決 専決権者が不在である場合において、この訓令に定める者が代わって決裁することを

いう。 

(４) 副校長 愛知県立学校管理規則（昭和32年愛知県教育委員会規則第９号）第10条第１項に規

定する副校長をいう。 

(５) 部主事 愛知県立学校管理規則第10条の２第１項に規定する部主事をいう。 

(６) 事務長 愛知県立学校の職員の職の設置に関する規則（昭和39年愛知県教育委員会規則第15

号）第２条第１項に規定する事務長をいう。 

(７) 職員 校長、教員、事務職員及びその他常時勤務に服する職員をいう。 

（組織等） 

第３条 学校に教務部及び庶務部を置く。 

２ 教務部及び庶務部の分掌事務は、別表第１のとおりとする。 

３ 前項に規定する教務部に関する事務は、副校長又は教頭が、庶務部に関する事務は、事務長が掌

理する。 

（臨時又は特別の事務） 

第４条 校長は、臨時又は特別の事務については、前条の規定にかかわらず、別に処理させることが

できる。 

（協同処理） 

第５条 校長は、第３条第２項に規定する分掌事務について、教務部及び庶務部が協同して処理する

ことを適当と認める事項については、その都度指示を与え、校務運営に支障のないように配慮しな

ければならない。 

（決裁の基準） 

第６条 校長は、別表第２に定める校長決裁事項について決裁するものとする。 

２ 副校長、教頭、部主事及び事務長は、別表第２に定める副校長専決事項、教頭専決事項、部主事

専決事項及び事務長専決事項について、それぞれ専決するものとする。 

３ 副校長、教頭又は事務長は、前項の規定にかかわらず、別表第２に定める校長決裁事項（同表の

備考欄においてそれぞれ副校長、教頭又は事務長が専決することができない事務とされたものを除

く。）のうち、当該副校長、教頭又は事務長が所掌する事務としてあらかじめ校長が指定した事務

について専決することができる。 

４ 部主事は、第２項の規定にかかわらず、別表第２に定める副校長専決事項又は教頭専決事項のう

ち、当該部主事が所掌する事務としてあらかじめ校長の承認を得て副校長又は教頭が指定した事務

について専決することができる。 

（専決の制限等） 

第７条 前条の規定にかかわらず、特に重要な事項については、校長が決裁するものとし、次の各号

のいずれかに該当する事項については、専決権者は、その上位の決裁権者（以下「上司」という。）

の決裁を受けなければならない。 

(１) 上司が特に指示した事項 

(２) 新規又は異例と認められる事項 

(３) 疑義のある事項 
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(４) その他上司の指揮を受ける必要があると認められる事項 

２ 前条の規定により専決した者は、適宜、上司に事務処理の状況を報告しなければならない。 

（代決） 

第８条 代決を行うことができる者は、別表第３に定めるとおりとする。 

２ 前項の代決は、事務の円滑かつ適正な執行を確保する上で必要不可欠な場合に限るものとする。 

３ 代決した事項については、それぞれ上司に報告し、又は後閲を受けるものとする。 

（決裁等の特例） 

第９条 専決権者は、その所掌する事務が臨時又は特例の事務でこの訓令に定める決裁の基準等によ

ることが適当でないものであると認めるときは、あらかじめ上司の承認を得て、合理的な方法によ

り当該事務を処理することができる。 

（校長の職務権限） 

第10条 校長は、校務運営に必要と認める事項については、法令に違反しない限度において、学校内

部の規則（以下「学校規則」という。）を制定することができる。 

２ 校長は、次の事項について、教育委員会に内申するものとする。 

(１) 職員の任免、分限、懲戒及び表彰に関すること。 

(２) 職員の給与その他の勤務条件に関すること。 

３ 校長は、次の事項について、教育委員会に対して意見を具申することができる。 

(１) 学則及び学校に関する規則の制定及び改廃に関すること。 

(２) 職員の人事管理に関すること。 

(３) 学校教育の管理に関すること。 

(４) 学校施設の管理に関すること。 

(５) 学校の予算に関すること。 

(６) その他校務運営上重要と認められる事項 

（雑則） 

第11条 この訓令の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。 

附 則 

この訓令は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月30日教育委員会訓令第２号） 

この訓令は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月29日教育委員会訓令第５号） 

この訓令は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月31日教育委員会訓令第４号） 

この訓令は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年３月28日教育委員会訓令第２号） 

この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則（令和８年２月17日教育委員会訓令第１号） 

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 

別表第１（第３条関係） 

教務部 １ 教育課程、授業時間及び学級の構成に関すること。 

 ２ 教科用図書に関すること。 

 ３ 修学旅行、遠足及び見学に関すること。 

 ４ 職員会議に関すること。 

 ５ 幼児及び生徒の募集に関すること。 

 ６ 幼児、児童及び生徒の入学、休学、復学、転学、退学、修業、卒業その他身分

取扱いに関すること。 

 ７ 幼児、児童及び生徒の表彰及び懲戒に関すること。 

 ８ 指導要録の整備に関すること。 

 ９ 幼児、児童及び生徒の学習指導、生活指導、進学指導、就職指導その他必要な

指導に関すること。 



 

 10 幼児、児童及び生徒の成績評価に関すること。 

 11 幼児、児童及び生徒の保健衛生及び身体検査に関すること。 

 12 幼児、児童及び生徒の特別教育活動に関すること。 

 13 幼児、児童及び生徒の出席に関すること。 

 14 奨学生に関すること。 

 15 講堂、教室、実習施設並びに校庭の使用及び整理に関すること。 

 16 教具及び教材（供用物品）の取扱いに関すること。 

 17 図書の整理、保管、閲覧及び貸出し並びに図書目録の編さんに関すること。 

 18 寄宿舎の運営に関すること。 

 19 災害の防止及び避難に関すること。 

 20 教員の現職教育その他の研修に関すること。 

 21 教員の保健衛生に関すること。 

 22 教員の出張及び旅行に関すること。 

 23 教員の服務に関すること。 

 24 教務に関する統計、図表等の調製及び報告に関すること。 

 25 教務に関する文書及び記録に関すること。 

 26 教務に関する学校規則の制定及び改廃に関すること。 

 27 その他教務に関する必要な事項 

庶務部 １ 卒業証明書、学業成績証明書、身分証明書その他諸証明書及び学割証の発行に

関すること。 

 ２ 予算及び決算に関すること。 

 ３ 愛知県財務規則（昭和39年愛知県規則第10号）第３条第１項各号に規定する事

務に関すること。 

 ４ 奨学資金に関すること。 

 ５ 寄附採納手続に関すること。 

 ６ 財産の維持管理に関すること。 

 ７ 防火施設の整備に関すること。 

 ８ 職員の人事及び給与に関する事務に関すること。 

 ９ 職員の出張及び旅行に関すること（教員に関するものを除く。）。 

 10 職員の服務に関すること（教員に関するものを除く。）。 

 11 日直及び宿直に関すること。 

 12 統計に関すること（教務に関するものを除く。）。 

 13 公印の管守に関すること。 

 14 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。 

 15 学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）第28条第１項各号に規定する

表簿その他校務処理上必要な諸表簿の備付けに関すること。 

 16 共済組合及び互助会に関すること。 

 17 庶務に関する学校規則の制定及び改廃に関すること。 

 18 その他庶務に関する必要な事項 

別表第２（第６条関係） 

区分 事項 校長 

専決権者 

備考 副校

長 
教頭 

部主

事 

事務

長 

１ 学校教育の

企画及び運営 

１ 学校教育活動の企画及び運営

の方針に関すること。 
○     

 

２ 所掌する事

務事業の企画

１ 教務部に属

する事務事業
 ○ ○   

 



 

及び運営に関

すること。 

に関するもの 

 ２ 庶務部に属

する事務事業

に関するもの 

    ○ 

 

 ３ 教育課程、授業時間及び学級

の構成に関すること。 
○     

 

 ４ 教科用図書に関すること。 ○      

 ５ 学校行事に

関すること。 

１ 学校行事の

計画に関する

もの 

○     
 

  ２ １のうち、裁

量の余地の少

ないもの 

 ○ ○   
 

 ６ 職員会議に関すること。 ○      

２ 児童及び生

徒 

１ 児童及び生

徒に関するこ

と。 

１ 募集に関す

るもの 
○     

 

 ２ 入学、休学、

復学、転学、退

学、修業、卒業

その他身分取

扱いに関する

もの 

○     

 

  ３ 表彰に関す

るもの 
○     

 

  ４ 指導要録の

整備に関する

もの 

○     
 

  ５ 学習指導、生

活指導、進学指

導、就職指導そ

の他必要な指

導に関するも

の 

○     

 

  ６ 調査書の作

成に関するも

の 

○     
 

  ７ ６を除き、教

務部の分掌に

属する成績証

明書、単位修得

証明書、卒業見

込証明書その

他児童及び生

徒に関する証

明及び承認を

行うもの 

 ○ ○   

 

  ８ ６及び７を

除き、卒業証明

書、在学証明書

    ○ 

 



 

その他児童及

び生徒に関す

る軽易な証明

及び学割証の

発行を行うも

の 

 ２ 入学料及び

授業料に関す

ること。 

１ 入学料及び

授業料の徴収

に関するもの 

○     
 

  ２ 入学料及び

授業料の減免

に関するもの 

    ○ 

 

 ３ 就学支援金及び奨学給付金に

関すること。 
○     

 

 ４ 就学奨励費

に関すること。

１ 支弁区分の

決定に関する

もの 

○     
 

  ２ 支払に関す

るもの 
○     

 

  ３ 支払状況等

の報告に関す

るもの 

○     
 

  ４ １から３ま

で以外のもの 
    ○ 

 

 ５ 学校徴収金

及び団体徴収

金に関するこ

と。 

１ 基本方針に

関するもの 
○     

 

 ２ 予算及び決

算に関するも

の 

○     
 

  ３ 収入及び支

出に関するも

の 

○     
 

  ４ 徴収事務に

関するもの 
    ○ 

 

  ５ 執行管理に

関するもの 
    ○ 

 

３ 学校施設 １ 図書館の運

営に関するこ

と。 

１ 図書館の利

用計画に関す

るもの 

○     
 

  ２ 図書の整理、

保管、閲覧及び

貸出し並びに

図書目録の編

さんに関する

もの 

 ○ ○   

 

  ３ 図書の除籍

に関するもの 
    ○ 

 

 ２ 寄宿舎の運

営に関するこ

１ 重要な運営

方針の決定に
○     

 



 

と。 関するもの 

  ２ １を除き、寄

宿舎の運営に

関するもの 

  ○   
 

４ 照会、依頼、

回答、通知、報

告、進達、副申、

申請等 

１ 当該事項に係る行政文書の発

信者名が校長であるものその他

重要なものに関すること。 

○     
 

２ １のうち、裁

量の余地の少

ないもの 

１ 教務部に属

する事務事業

に関するもの 

 ○ ○   
 

  ２ 庶務部に属

する事務事業

に関するもの 

    ○ 

 

５ 職員の人事 １ 学校に属する職員の人事に係

る内申に関すること。 
○     

 

 ２ 所属職員の事務分担を定める

こと。 
○     

 

 ３ 学校に属す

る職員の部分

休業に関する

こと。 

１ 校長、副校

長、教頭、部主

事及び事務長

に関するもの ○     

副校長、教頭又は

事務長に関する

ものについては、

それぞれ当該副

校長、教頭又は事

務長は、専決する

ことができない。

  ２ １を除き、中

学校又は高等

学校の教務部

に属する職員

に関するもの 

 ○ ○   

 

  ３ １を除き、特

別支援学校の

教務部に属す

る職員に関す

るもの 

   ○  

 

  ４ １を除き、庶

務部に属する

職員に関する

もの 

    ○ 

 

 ４ 非常勤講師、非常勤実習助手、

非常勤教師、非常勤訓練師、非

常勤研修指導員、部活動専門指

導員及び校務支援員に係る任免

その他人事に関すること。 

○     

 

 ５ 舎監及び管理人の任免に関す

ること。 
○     

 

６ 職員の給与 １ 学校に属す

る職員の通勤

手当の事後確

認を行うこと。

１ 中学校又は

高等学校の教

務部に属する

職員に関する

 ○ ○   

 



 

もの 

  ２ 特別支援学

校の教務部に

属する職員に

関するもの 

   ○  

 

  ３ 校長及び庶

務部に属する

職員に関する

もの 

    ○ 

 

７ 職員の旅行 １ 学校に属す

る職員の国内

出張の旅行命

令に関するこ

と。 

１ 校長、副校

長、教頭、部主

事及び事務長

に関するもの ○     

副校長、教頭又は

事務長に関する

ものについては、

それぞれ当該副

校長、教頭又は事

務長は、専決する

ことができない。

  ２ １を除き、中

学校又は高等

学校の教務部

に属する職員

に関するもの 

 ○ ○   

 

  ３ １を除き、特

別支援学校の

教務部に属す

る職員に関す

るもの 

   ○  

 

  ４ １を除き、庶

務部に属する

職員に関する

もの 

    ○ 

 

８ 職員の服務 １ 学校に属す

る職員の職務

に専念する義

務の免除、休

暇、欠勤その他

服務に関する

こと。 

１ 校長、副校

長、教頭、部主

事及び事務長

に関するもの ○     

副校長、教頭又は

事務長に関する

ものについては、

それぞれ当該副

校長、教頭又は事

務長は、専決する

ことができない。

  ２ １を除き、中

学校又は高等

学校の教務部

に属する職員

に関するもの 

 ○ ○   

 

  ３ １を除き、特

別支援学校の

教務部に属す

る職員に関す

るもの 

   ○  

 

  ４ １を除き、庶

務部に属する
    ○ 

 



 

職員に関する

もの 

 ２ 学校に属す

る職員の時間

外勤務、休日勤

務、夜間勤務及

び宿日直勤務

に関すること。

１ 校長、副校

長、教頭、部主

事及び事務長

に関するもの ○     

副校長、教頭又は

事務長に関する

ものについては、

それぞれ当該副

校長、教頭又は事

務長は、専決する

ことができない。

  ２ １を除き、中

学校又は高等

学校の教務部

に属する職員

に関するもの 

 ○ ○   

 

  ３ １を除き、特

別支援学校の

教務部に属す

る職員に関す

るもの 

   ○  

 

  ４ １を除き、庶

務部に属する

職員に関する

もの 

    ○ 

 

 ３ 学校に属す

る職員の勤務

時間の割振り

に関すること。

１ 校長、副校

長、教頭、部主

事及び事務長

に関するもの ○     

副校長、教頭又は

事務長に関する

ものについては、

それぞれ当該副

校長、教頭又は事

務長は、専決する

ことができない。

  ２ １を除き、中

学校又は高等

学校の教務部

に属する職員

に関するもの 

 ○ ○   

 

  ３ １を除き、特

別支援学校の

教務部に属す

る職員に関す

るもの 

   ○  

 

  ４ １を除き、庶

務部に属する

職員に関する

もの 

    ○ 

 

９ 講習会等の

開催等 

１ 講習会、講演会、打合せ会等

の開催に関すること。 
○     

 

10 広報及び広

聴 

１ 広報及び広聴に関すること。 
○     

 

 ２ １のうち、定１ 教務部に属  ○ ○    



 

例的なもの又

は定型化して

いるもの 

する事務事業

に関するもの 

 ２ 庶務部に属

する事務事業

に関するもの 

    ○ 

 

11 情報公開及

び個人情報保

護 

１ 愛知県情報公開条例（平成12

年愛知県条例第19号）第11条に

規定する行政文書の開示の請求

に対する決定等に関すること。 

○     

 

 ２ 個人情報の保護に関する法律

（平成15年法律第57号）第82条、

第93条及び第101条に規定する

開示請求、訂正請求及び利用停

止請求に対する決定等に関する

こと。 

○     

 

12 その他 １ 重要な事務に関すること。 ○      

備考 ○印は、事項欄に掲げる事務が、校長決裁事項、副校長専決事項、教頭専決事項、部主事専

決事項又は事務長専決事項のいずれであるかを示す。 

別表第３（第８条関係） 

決裁権者又は専決権者 

代決を行うことができる者 

決裁権者又は専決権者が不在の場合 
決裁権者又は専決権者及び左欄に掲

げる者が共に不在の場合 

校長 副校長又は教頭（教務部に属する事

務事業に限る。） 

部主事（特別支援学校の教務部に属

する事務事業に限る。） 

 事務長（庶務部に属する事務事業に

限る。） 

 

副校長又は教頭 部主事（特別支援学校の教務部に属

する事務事業に限る。） 

 

備考 代決を行うことができる者の定めのない場合又は専決権者及び代決を行うことができる者が

共に不在の場合にあっては、当該専決権者の上司の決裁を受けるものとする。 



２ ２ 教 高 第 ３ 号  

平成２２年４月１日  
 
各県立学校長 殿 
 

愛知県教育委員会教育長      
 

県立学校管理規則第６章に規定する学校評価等の運用等について（通知） 
 
 学校評価に関する規定については、「愛知県立学校管理規則」（昭和３２年愛知県教育委員会規

則第９号）の一部が改正され、平成２２年３月２６日に公布されました。この一部改正は、学校

関係者評価を県立学校全校で実施することに伴い、所要の改正を行ったものです。 
ついては、県立学校管理規則「第６章 学校評価等」の運用等について、下記により適切に対

応してください。 
なお、本通知により平成２０年４月９日付け２０教高第５０号「県立学校管理規則第６章に規

定する学校評価等の運用等について」は廃止します。 
記 

１ 自己評価のために必要な事項（評価項目、指標等）については、各学校の実情に応じ、適切

に定めることとする。 
２ 自己評価の結果等を踏まえて、保護者や学校評議員などの学校関係者により構成される委員

会による評価（以下、学校関係者評価という。）を実施することとする。 
３ 学校の重点目標、自己評価及び学校関係者評価の結果の概要については、ＰＴＡ総会等にお

いて保護者に説明するとともに、各学校のもつ広報手段を活用して公表することとする。 
４ 自己評価及び学校関係者評価の結果については、県教育委員会の指定する様式により、次年

度の学校経営案に掲載することとする。 
５ 学校のさまざまな教育活動に関する情報提供にあたっては、各学校の特色を生かした積極的

な広報活動に努めるとともに、児童生徒の個人情報にかかる内容を含む情報（写真等）の取扱

いについては、「愛知県個人情報保護条例」に従い適切に行うこととする。 
 

担当 高等学校教育課 進路・生徒指導グループ（北山）  

特別支援教育課 指導グループ（吉田）       

電話 052-954-6786（高等学校教育課ダイヤルイン）    

052-954-6798（特別支援教育課ダイヤルイン）    

 

 資料２ 



 資料３ 













































別紙３

様式１（学籍に関する記録）

 令和　　年　　月　　日  転学・退学
 （去校日　令和　　年　　月　　日）

転学・退学

留　学　等

 令和　　年　　月　　日

　　　      ～　令和   　年　　月　　日

　(令和　年　　月　　日変更)

ホームルーム
担任者氏名

4

校長氏名

区分
学年 1 2 3

年　　度 　令和　　年度 　令和　　年度 　令和　　年度 　令和　　年度

現住所

(1)

(2)

(3)

入学前の経歴

 令和　　年　　月　　　　　　　　　　中学校卒業

学　校　名
及　　　び
所　在　地

（校舎名・所在地等）

課程名

学科名

卒　　　業  令和　　　年　　　月　　　日

  進　学　先

  就　職　先　等

(2)

(3)

保
　
護
　
者

ふりがな

氏　名

　(令和　年　　月　　日変更)

　(令和　年　　月　　日変更)

　(令和　年　　月　　日変更)

学　　　　　籍　　　　　の　　　　　記　　　　　録

生
　
　
　
徒

ふりがな

性
　
別

入学・編入学

 令和　　年　　月　　日　第 1 学年  入学
　　　　　　　　　　　   第   学年編入学

氏　名

生年月日 　　　　　平成　　　年　　　　月　　　　日生

転　入　学

 令和　　年　　月　　日　第　　学年転入学

現住所

(1)

ホームルーム

整理番号

高等学校（全日制の課程・定時制の課程）生徒指導要録

区分
学年 1 2 3 4



（様式１裏面）

教
科

科目
修得

単位数
の計

教
科

科目
修得

単位数
の計

教
科

科目
修得

単位数
の計

理
　
　
科

合計

学
　
校
　
設
　
定
　
教
　
科

備考

英
　
語

学
校
設

定
教
科

学
校
外

活
　
動

総合的な探究の時間

小計

留学

看
　
護

情
　
報

公
　
　
民

家
　
　
庭

福
　
祉

情
　
　
報

理
　
数

数
　
　
学

体
　
育

音
　
楽

美
　
術

生徒氏名

各教科・科目等の修得単位数の記録

各
　
学
　
科
　
に
　
共
　
通
　
す
　
る
　
各
　
教
　
科
　
・
　
科
　
目

各
　
学
　
科
　
に
　
共
　
通
　
す
　
る
　
各
　
教
　
科
　
・
　
科
　
目

主
　
と
　
し
　
て
　
専
　
門
　
学
　
科
　
に
　
お
　
い
　
て
　
開
　
設
　
さ
　
れ
　
る
　
各
　
教
　
科
　
・
　
科
　
目

国
　
　
語

保
健
体
育

農
　
業

工
　
業芸

　
　
術

商
　
業

外
国
語

水
　
産

地
理
歴
史

家
　
庭



様式２（指導に関する記録）

（ )

（ )

（ )

（ )

（ )

（ )

（ )

（ )

高等学校（全日制の課程・定時制の課程）生徒指導要録

生徒氏名
区分

学年 1 2 3 4

ホームルーム

学校名 整　理　番　号

第
1
学
年

第
2
学
年

総　合　的　な　探　究　の　時　間　の　記　録

評　　　価観　　　点 学　習　活　動

特　　別　　活　　動　　の　　記　　録

第1学年

第
3
学
年

第
4
学
年

出　　　欠　　　の　　　記　　　録

区分
授業日数

出席停止・　 留学中の

第2学年

第4学年第3学年

出席しなければ

欠席日数 出席日数 備　　　　　　考
学年 忌引等の日数 授業日数 ならない日数

遅刻

早退
1

遅刻

早退
2

遅刻

早退
4

遅刻

早退
3

内容

観点

ホームルーム活動

第4学年

第2学年

第3学年

第1学年

生徒会活動 学校行事



修

得

単

位

数

観

点

別

学

習

状

況

評

定

修

得

単

位

数

生徒氏名

各　教　科　・　科　目　等　の　学　習　の　記　録

各 教 科 ・ 科 目 等

第1学年 第2学年 第3学年 第4学年 修
得
単
位
数
の
計

備　　　　　考

教科等 科　目　等

各
学
科
に
共
通
す
る
各
教
科
・
科
目

国
　
　
語

観

点

別

学

習

状

況

評

定

修

得

単

位

数

観

点

別

学

習

状

況

評

定

修

得

単

位

数

観

点

別

学

習

状

況

評

定

地
理
歴
史

公
　
　
民

理
　
　
科

数
　
　
学

芸
　
　
術

保
健
体
育

外
国
語



※「観点別学習状況」欄には、左から「知識・技能」（職業に関する各教科については「知識・技術」）、「思考・判断・表現」、「主体的に学習に取り組む態度」の評価を記入

生徒氏名

各　教　科　・　科　目　等　の　学　習　の　記　録

各 教 科 ・ 科 目 等

第1学年 第2学年 第3学年 第4学年 修
得
単
位
数
の
計教科等 科　目　等

観

点

別

学

習

状

況

評

定

修

得

単

位

数

観

点

別

学

習

状

況

評

定

修

得

単

位

数

観

点

別

学

習

状

況

評

定

修

得

単

位

数

観

点

別

学

習

状

況

評

定

修

得

単

位

数

情
　
　
報

各
学
科
に
共
通
す
る
各
教
科
・
科
目

家
　
　
庭

工
　
業

農
　
業

学
校
設
定
教
科

商
　
業

水
　
産

家
　
庭

看
　
護

情
　
報

福
　
祉

理
　
数

体
　
育

学
校
外
活
動

英
　
語

学

校
設

定

教
科

主
と
し
て
専
門
学
科
に
お
い
て
開
設
さ
れ
る
各
教
科
・
科
目

音
　
楽

美
　
術

小　　計

総合的な探究の時間

合　　計

留　　学



生徒氏名

総　合　所　見　及　び　指　導　上　参　考　と　な　る　諸　事　項

(1)学習における特徴等 (3)行動の特徴、特技等 (5)資格取得、検定、表彰・顕彰等の記録

(2)特別活動に関する事実及び所見 (4)部活動、ボランティア活動、留学・海外経験等 (6)その他

第
1
学
年

第
4
学
年

第
2
学
年

第
3
学
年



様式１（学籍に関する記録）

令和　　年度 令和　　年度令和　　年度 令和　　年度

高等学校（通信制の課程）生徒指導要録

区分

年度 令和
　 年度

令和
　 年度

令和
　 年度

令和
　 年度

令和
　 年度

令和
　 年度

整理番号

ホームルーム

学　　　　　籍　　　　　の　　　　　記　　　　　録

生
　
　
　
徒

ふりがな

性
　
別

入学・編入学

 令和　　年　　月　　日　第 1 学年  入学
　　　　　　　　　　　   第   学年編入学

氏　名

生年月日 　昭和・平成　　　年　　　　月　　　　日生

転　入　学

 令和　　年　　月　　日

現住所

(1)

(2)

(3)

保
　
護
　
者

ふりがな

氏　名

　(令和　年　　月　　日変更)

　(令和　年　　月　　日変更)

　(令和　年　　月　　日変更)

現住所

(1)

(2)

(3)

入学前の経歴

 令和　　年　　月　　　　　　　　　　中学校卒業

学　校　名
及　　　び
所　在　地

学科名

卒　　　業  令和　　　年　　　月　　　日

  進　学　先

  就　職　先　等

年　　度 令和　　年度 令和　　年度

校長氏名

ホームルーム
担任者氏名

 令和　　年　　月　　日  転学・退学

転学・退学

留　学　等

 令和　　年　　月　　日

　　　      ～　令和   　年　　月　　日

　(令和　年　　月　　日変更)



（様式１裏面）

教
科

科目
修得

単位数
の計

教
科

科目
修得

単位数
の計

教
科

科目
修得

単位数
の計

生徒氏名

各教科・科目等の修得単位数の記録

各
　
学
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目
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・
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・
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目
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保
健
体
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術

商
　
業

外
国
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水
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地
理
歴
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看
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情
　
報

公
　
　
民

家
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福
　
祉

情
　
　
報

理
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数
　
　
学

体
　
育

音
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術

備考

英
　
語

学
校
設

定
教
科

学
校
外

活
　
動

総合的な探究の時間

小計

留学

学
　
校
　
設
　
定
　
教
　
科

理
　
　
科

合計



様式２（指導に関する記録）

令和
　　年度

令和
　　年度

令和
　　年度

特　　別　　活　　動　　の　　記　　録

内容

観点

ホームルーム活動

令和　年度

令和　年度

生徒会活動 学校行事

高等学校（通信制の課程）生徒指導要録

生徒氏名

令和
　　年度

学校名

総　合　的　な　探　究　の　時　間　の　記　録

評　　　価観　　　点 学　習　活　動

令和
　　年度

年度
区分

ホームルーム

整　理　番　号

令和
　　年度

令
和
　
年
度

令
和
　
年
度

令
和
　
年
度

令
和
　
年
度

令
和
　
年
度

令
和
　
年
度

備　　　　　　考出校日数

　
　　　　　　　 区分
 年度

令和　年度

令和　年度

令和

　　年度

令和

　　年度

令和

　　年度

令和

　　年度

令和

　　年度

令和

　　年度

出　　　欠　　　の　　　記　　　録

令和　年度

令和　年度

令和　　年度

令和　　年度

令和　　年度

令和　　年度

令和　　年度

令和　　年度



各　教　科　・　科　目　等　の　学　習　の　記　録

各 教 科 ・ 科 目 等

令和　年度 令和　年度 令和　年度 令和　年度 令和　年度 令和　年度

教科等 科　目　等

修

得

単

位

数

観

点

別

学

習

状

況

評

定

修

得

単

位

数

観

点

別

学

習

状

況

評

定

修
得
単
位
数
の
計

観

点

別

学

習

状

況

評

定

修

得

単

位

数

観

点

別

学

習

状

況

評

定

修

得

単

位

数

観

点

別

学

習

状

況

評

定

修

得

単

位

数

観

点

別

学

習

状

況

評

定

修

得

単

位

数

備　　　　考

生徒氏名

各
学
科
に
共
通
す
る
各
教
科
・
科
目

外
国
語

国
　
　
語

数
　
　
学

公
　
　
民

地
理
歴
史

保
健
体
育

理
　
　
科

芸
　
　
術



※「観点別学習状況」欄には、左から「知識・技能」（職業に関する各教科については「知識・技術」）、「思考・判断・表現」、「主体的に学習に取り組む態度」の評価を記入
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学
校
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学
校

設

定
教

科

主
と
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専
門
学
科
に
お
い
て
開
設
さ
れ
る
各
教
科
・
科
目

音
　
楽

美
　
術

情
　
報

福
　
祉

家
　
庭

看
　
護

商
　
業

水
　
産

工
　
業

農
　
業

学
校
設
定
教
科

生徒氏名

各
学
科
に
共
通
す
る
各
教
科
・
科
目

家
　
　
庭

観

点

別

学

習

状

況

評

定

修

得

単

位

数

観

点

別

学

習

状

況

評

定

修

得

単

位

数

観

点

別

学

習

状

況

評

定

修

得

単

位

数

観

点

別

学

習

状

況

評

定

修

得

単

位

数

情
　
　
報

各　教　科　・　科　目　等　の　学　習　の　記　録

各 教 科 ・ 科 目 等

令和　年度 令和　年度 令和　年度 令和　年度

教科等 科　目　等

令和　年度

観

点

別

学

習

状

況

評

定

修

得

単

位

数

令和　年度

観

点

別

学

習

状

況

評

定

修

得

単

位

数

修
得
単
位
数
の
計

備　　　　考



令
和
　
年
度

令
和
　
年
度

令
和
　
年
度

令
和
　
年
度

(2)特別活動に関する事実及び所見 (4)部活動、ボランティア活動、留学・海外経験等 (6)その他

令
和
　
年
度

令
和
　
年
度

生徒氏名

総　合　所　見　及　び　指　導　上　参　考　と　な　る　諸　事　項

(1)学習における特徴等 (3)行動の特徴、特技等 (5)資格取得、検定、表彰・顕彰等の記録



 様式（抄本） 

愛知県高等学校生徒指導要録抄本 

学  校  名  

所  在  地  

課程名・学科名 課程 科 

生 
 
 

徒 

ふ り が な  
性 

別 

 平成・令和  年  月  日生 
氏 名  

現 住 所  卒業年月日 令和  年  月  日 

各教科・科目の学習の記録（最終学年） 総合的な探究の時間の記録（最終学年） 

各教科・科目 

評 
 

 

定 

修
得
単
位
数 

各教科・科目 

評 
 

 

定 

修
得
単
位
数 

学 習

活 動 
 

評 

価 

 

国 
 

語 

国語総合   

略 

略   

略   〃   特 別 活 動 の 記 録 （ 最 終 学 年 ） 

〃   〃   

 

略 

〃   

〃 

〃   

〃   〃   

〃   〃   

〃 

〃   

〃 

〃   指 導 上 参 考 と な る 諸 事 項 

〃   〃   

 

〃   〃   

〃 

〃   総合的な探究の時間   

〃   小  計   

〃 

〃   留  学   

〃   合  計   校長氏名  

 



高等学校（全日制の課程・定時制の課程）生徒指導要録（参考様式）様式２（指導に関する記録）別記

第
2
学
年

生徒が登校
できない

事由

オンライン
を活用した
特例の授業

実施日数 参加日数 実施方法等

その他の
学習等

第
4
学
年

生徒が登校
できない

事由

オンライン
を活用した
特例の授業

実施日数 参加日数 実施方法等

その他の
学習等

第
3
学
年

生徒が登校
できない

事由

オンライン
を活用した
特例の授業

実施日数 参加日数 実施方法等

その他の
学習等

別紙４

生　徒　氏　名

非　常　時　に　オ　ン　ラ　イ　ン　を　活　用　し　て　実　施　し　た　特　例　の　授　業　等　の　記　録

第
1
学
年

生徒が登校
できない

事由

オンライン
を活用した
特例の授業

実施日数 参加日数 実施方法等

その他の
学習等



高等学校（全日制の課程・定時制の課程）生徒指導要録（参考様式）様式２（指導に関する記録）別記

ケーブルテレビを活用した学習も併用した。

同時双方向型のオンラインを活用した学習指導

新型コロナウイルス感染症の流行に伴う臨時休業

19

実施方法等

当該児童生徒が感染症又は災害の発生等により
登校できなかった場合、その事由を記入する。

当該児童生徒に対してオンラインを活用した特
例の授業を実施した場合に記入する。

必要がある場合に、その他の学習その他の特記
事項等を記入する。（特段必要がない場合には
記載不要。

12
同時双方向型のオンラインを活用した学習指導
インターネットを通じた課題の配信・提出とチャットを使った質疑応答・意見交換による学習指導

その他の
学習等

電話による個別面談も行った。

第
4
学
年

生徒が登校
できない

事由

オンライン
を活用した
特例の授業

実施日数 参加日数 実施方法等

その他の
学習等

その他の
学習等

第
3
学
年

生徒が登校
できない

事由
新型コロナウイルス感染症に関する出席停止、大雪に伴う臨時休業

オンライン
を活用した
特例の授業

実施日数 参加日数 実施方法等

15

第
2
学
年

生徒が登校
できない

事由

オンライン
を活用した
特例の授業

実施日数 参加日数 実施方法等

24

その他の
学習等

生　徒　氏　名

非　常　時　に　オ　ン　ラ　イ　ン　を　活　用　し　て　実　施　し　た　特　例　の　授　業　等　の　記　録

第
1
学
年

生徒が登校
できない

事由

オンライン
を活用した
特例の授業

実施日数 参加日数

記 入 例
※オンラインを活用した特例の授業又はその他の学
    習等に記載すべき事柄がない場合には記載不要。


